
 

発注情報詳細（物品・委託等） 

公告日 令和３年５月２６日（水） 

入札方法 入札書の持参による 公募型指名競争入札 

件名 中央図書館資料持出防止ゲート設置委託 

納入／履行場所 横浜市中央図書館 

納入／履行期間等 契約決定日から令和３年１０月３１日（日）まで 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

種目 コンピュータ業務 

細目 － 

所在地区分・順位 市内 

企業規模 中小企業 

その他 

①横浜市契約規則（昭和 39年３月横浜市規則第 59号）第３条第１項に掲げる者でないこと
及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 
②入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市指名停止等措
置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

提出書類 公募型指名競争入札参加意向申出書 

設計図書 次ページ以降 

入札参加申込締切日時 令和３年６月９日（水） 午後５時００分 

指名・非指名通知日 令和３年６月１０日（木） 

質疑締切日時 
令和３年６月２日（水） 
午後５時００分 

回答期限日時 
令和３年６月４日（金） 
午後５時００分 

入札及び開札日時 令和３年６月１４日（月）午後２時００分 

入札及び開札場所 西区老松町１ 中央図書館５階第１会議室 

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 なし 

発注担当課 中央図書館企画運営課 電話  ０４５－２６２－７３３４ 
 

契約事務担当課 中央図書館企画運営課 電話  ０４５－２６２－７３３４ 
 

 



委託担当

　　　教育委員会事務局中央図書館企画運営課庶務係 担 当 者 　荘田
しょうだ

　祥子
しょうこ

電 話 　262-7334

設　　　計　　　書

１ 委　　託　　名 中央図書館資料持出防止ゲート設置委託

２ 履　行　場　所 横浜市西区老松町１

３ □期間　令和　年　月　日　 から　令和　年　月　日 まで

■期限　令和３年10月31日まで

４ 契　約　区　分 ■　確定契約 　　　　□　概算契約

５ その他特約事項 　なし

６ 現　場　説　明 ■　不要

□　要　（　　　月　　　日　　　時　　　分　　　場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７ 委　託　概　要 ＩＣタグ対応のセキュリティゲート設置・調整作業一式、セキュリティゲート管理とＩＣタグの

エンコード作業のためのソフトウェアを内蔵したＰＣの設置・調整作業一式等を委託します。

又は期限

令和３年度　一般会計　歳出　第15款６項３目12節(1)委託料（費用）

種目番号

- 連絡先
受付
番号

履行期間



８ 部　分　払

　　 □　す　る(　回以内）

　 　☑　しない

履　行
予定月

数　量 単　位

※単価及び数量は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

￥ －

内　訳
　業　 務　 価　 格 　￥ －

 消費税及び地方消費税相当額 　￥ －

委 託 代 金 額

部　分　払　の　基　準

業　務　内　容 単　　　価 金　　　額



内　　　訳　　　書

形状寸法等数　　量 単位 単　価 金　　額 摘　　要

エンコード用
リーダライター

消費税及び
地方消費税相当額

＊概算数量の場合は、数量及び金額を （　　） で囲む

合計

機器・設定・
設置費用一式

1 式

保守パック（5年） 1 式

機器・設定・
設置費用一式

1 式

名　　　称
 （円）                  （円）

ICタグ対応
セキュリティーゲート

保守パック（5年） 1 式

ICタグ 85,000 枚

委託代金額
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中央図書館資料持出防止ゲート設置委託仕様書 

 
１ 目的   

本仕様書は、UHF 帯 RFID を利用した IC タグによる図書管理システムに対応したセキュリテ

ィゲートを中央図書館に設置し、資料の不正持出防止対策を行うための業務委託です。 
 
２ 業務内容 
(1) UHF 帯 RFID を利用した IC タグ対応のセキュリティゲート設置・調整作業一式 

次の性能基準を保証するセキュリティゲートと管理用パソコンを調達し、中央図書館１階に次

の設置方法で設置し、資料の不正持出防止対策を円滑に実施することができるように設定・調整

すること。 
ア 性能基準について  
(ア) ISO/IEC18000-63/EPC Gen2 に準拠していること。 
(イ) 通信周波数は UHF 帯（日本国内 UHF 帯 RFID 割当周波数 920MHz）であること。 
(ウ) 装置は、２枚で１通路を形成する感知パネルと管理用パソコンにより構成されること。 
(エ) 感知パネルのサイズは、W250～350 ㎜ × H1,400～1,600 ㎜ × D50～130 ㎜ 程度であ

ること。 
(オ) 感知パネル２枚で、芯々1,000～2,000 ㎜の通路幅（通信距離）を確保して感知できるよう 

設置すること。 
(カ) 「(2)エンコード作業用パソコン等の設置・調整作業一式」及び「(3)機器に適合した UHF 帯

の図書（書籍）用ＩＣタグの調達について」に記載した UHF 帯ＩＣタグ（以下、ＩＣタグ

と称す）に記載したエンコードフォーマットが動作すること。ＩＣタグの特性以外の原因に

よる感知漏れがないこと。 
(キ) 「(3)機器に適合した UHF 帯の図書（書籍）用ＩＣタグの調達について」に記載したＩＣタ

グとの動作保証するため、動作確認証明書または納入先名称、納入年を記載した納入実績を

示すこと。 
(ク) ＩＣタグが貼付された資料が感知パネル間を通過するのを感知した場合、音と光で警告を

発すること。警告音の音量及び時間を調節できること。 
(ケ) 資料がゲート間のどの位置をどのような状態で通過した場合にも、ＩＣタグが貼付された

資料が検知できること（鞄は、電波を遮蔽しないものを使用するものとする）。 
(コ) 感知パネルを通過したＩＣタグの情報は、管理用パソコンでモニターし、リアルタイムに表

示すること。通過対象資料の資料番号を管理用パソコンの画面上に表示すること。また、通

過記録はログとして管理用パソコンに記録すること。  
(サ) アンテナは、感知パネル間の全域をカバーして感知すること。ＩＣタグの進入角度に関係な

く感知すること。 
(シ) 入館者数、退館者数のカウントができること。また、管理用パソコン上のソフトウェアでも

確認できること。 



2 
 

イ 設置方法について 
(ア) セキュリティゲートは、耐震のため床に固定すること。 
(イ) ケーブル等は、床下を通すか壁に固定する等して、利用者が転倒しないよう安全に配慮する

こと。 
(ウ) ケーブル等は可能な限りモール等で目隠しするなど景観及びケーブルの防護に配慮するこ

と。 
(エ) ゲート周辺には、感知パネル以外の物品を配備しないこと。 
(オ) ゲート形状は設置場所により価格変更なく変更可能であること。この場合、納入実績を示す

こと。納入実績は、納入先名称、納入年を記載すること。 
(カ) 電波出力は 1W まで出すことのできる、構内無線局タイプの機器であること。 
(キ) 設置場所については、現地確認の上、協議により変更となる場合があるため柔軟に対応する

こと。 
ウ 図書館情報システムと連携する可能性について 
  将来的に図書館情報システムと連携する可能性があるため、次の条件を満たすこと。 
(ア) 標準的な通信プロトコルを使用したものであること。 
(イ) ソフトウェア等のアップデート等で、図書館情報システム等との連携対応が可能なこと。 
(ウ) ソフトウェア等について、図書館情報システムと連携させた実績があること。 

(2) エンコード作業用パソコン等の設置・調整作業一式 
次の性能基準を保証する、エンコード（IC タグに既定のフォーマットデータを書き込む）作業

用パソコン等を調達して中央図書館４階装備室に設置し、資料の不正持出防止対策のためのエン

コード作業を円滑にできるように設定・調整すること。また、エンコード作業を行った IC タグを

貼付した資料がセキュリティゲートを通過した際に、セキュリティゲートと管理用パソコンが正

常に動作するように設定・調整すること。 
 ア 性能基準について 

(ア) ISO/IEC18000-63/EPC Gen2 に準拠していること。 
(イ) 通信周波数は UHF 帯（日本国内 UHF 帯 RFID 割当周波数 920MHz）であること。 
(ウ) 装置は、リーダライター（アンテナ、リーダライター機器、配線コード類等)、バーコード

リーダー、管理用パソコン（エンコード用ソフトウェアインストール済)からなること。 
(エ) IC タグに対して動作すること。IC タグの特性以外の原因による感知漏れがないこと。 
(オ) IC タグ内に格納された資料 ID をもとに運用すること。 
(カ) エンコード用ソフトウェアの機能は「書込処理」、「読込処理」等が行えること。エンコード

作業を行った資料のデータをテキストデータ等で抽出できるようにすること。 
(キ) ＩＣタグには、関連機器と連携可能なデータの書き込みを行えること。 
(ク) 書き込むデータは「国際標準規格 ISO/TS28560-4」に準拠し、次のものとする。 

a 図書館及び関連組織のための国際標準識別子（ISIL） 
b 「横浜市立図書館 図書館情報システム」で使用している資料番号 

(ケ) 書き込むデータの詳細は、本市と協議すること。 
(コ) IC タグリーダライターとアンテナは、利用者の動作に配慮すること。 
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(サ) アンテナを有する筐体は荷重 20 ㎏まで耐えられること。 
(シ) 電源入/切のスイッチは、ボタンスイッチであること。 
(ス) サイズは、W220～240mm×H100～120 mm×D310～330mm 程度であること。 
(セ) 装置を保護するため、全体を覆う筺体に収められていること。 
(ソ) 設置場所については、現地確認の上、協議により変更となる場合があるため柔軟に対応する

こと。 
イ 図書館情報システムと連携する可能性について 

将来的に図書館情報システムと連携する可能性があるため、次の条件を満たすこと。 
(ア) 標準的な通信プロトコルを使用したものであること。 
(イ) ソフトウェア等のアップデート等で、図書館情報システム等との連携対応が可能なこと。 
(ウ) ソフトウェア等について、図書館情報システムと連携させた実績があること。 

(3) 機器に適合した UHF 帯の図書（書籍）用ＩＣタグの調達について 
次の性能基準を保証する UHF 帯の図書（書籍）用ＩＣタグ 85,000 枚を調達し、(1)と(2)で設置

した機器で正常に動作することを確認して納品すること。今回導入する IC タグ関連機器との連携

において、IC タグに起因する問題が発生した場合には、本市の要求する IC タグと交換すること。 
ア IC タグの形状は、IC タグ貼付作業を効率的に行うために、細型帯状・両面シールタイプ、

ロール形状とする。 
イ 通信規格は、IS0/IEC18000-63/EPC Gen2 に準拠していること。 
ウ 通信周波数は、UHF 帯(日本国内 UHF 帯 RFID 割当周波数 920MHz)であること。 
エ IC チップは、Impinji 社製 Monza6、または、NXP 社製 UCODE８、またはこれらと互換性

があるか後継であること。 
オ IC チップメモリーEPC 領域は、128bit 以上であること。 
カ データ保持期間は 50 年間以上であること。 
キ IC データの書き換え可能回数は、10 万回以上であること。 
ク IC チップにはチップを保護するための加工が施されているものであること。 
ケ 図書館における 10 万回以上の貸出及び、返却ポストへの返却を想定し、これと同等の磨耗

や衝撃を受けてもデータの読み取り及び書き込みに支障をきたさないものであること。 
コ タグのアンテナは、曲げに強いエッチング方式であること。 
サ 動作可能温度は、－10℃～＋50℃程度であること。 
シ 形状は細型帯状で、ロール形状で納品できること。 
ス アンテナサイズは、長辺寸法：90～130mm 程度、短辺寸法：３～７mm 程度であること。 
セ 防水・耐腐食性のため、貼付作業時点からチップを保護するための片面シール加工が施され

ていること。 
ソ 図書館における貸出及び返却ポストへの返却を想定し、衝撃を受けてもデータの読み取り及

び書き込みに支障をきたさないものであること。 
タ 図書に貼付された IC タグ同士の間隔が 5～10mm 程度であっても、30 冊の安定した読み取

りが可能な積層性を有すること。 
チ 公共図書館・大学図書館等で納入し、稼働実績を有するタグであること。 
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ツ 複数メーカーの IC タグ関連機器（IC タグ対応セキュリティゲート、自動貸出機、カウンタ

ー用リーダライター、蔵書点検用ハンディターミナルなど）で動作実績を有していること。 
テ セキュリティゲートの幅芯々2,000 ㎜で設置という条件下において、ゲート間全てのエリア

で、IC タグラベルの向き３方向（図１）で 1 冊読み取り可能であり、5 冊積層しても 5 冊全て

読み取り可能であること。 
 
 
 
 
 
 
 

ト 製品の性能等が、性能基準を満たしているか否かについて、納品時にカタログ・仕様書・諸

元表など同等品以上とわかる資料及び図書館で納入・稼働実績を有する IC タグであることを

証明する「稼働実績証明書」、及び図書館で稼働実績のある UHF 帯 IC タグシステム構成機器

メーカーによる「動作保証証明書」を提出すること。 
ナ 検収後 6 ヶ月以内にタグの不良が見つかった場合には、不良枚数と同数の IC タグと無償で

交換すること。 
(4) 操作研修 

ソフトウェアや機器の操作について必要なマニュアルを作成し、職員に操作研修を行うこと。 
(5) 免許登録作業 
  受託者は、使用する機器に免許登録等が必要な場合は、業務開始前に手続きを完了し、適法かつ

遅延なく作業ができるように準備すること。特に、１Ｗ以上の出力機器を使用する場合は、電波法

等の関係法令を遵守すること。 
(6) 保守対応サポートパック 

次の内容で、５年間の保守対応サポートパックをつけること。 
ア 受付窓口 

保守対象のハードウェア機器及びソフトウェア等の障害等に係る問い合わせ及び対応要請の

受付窓口があること。受付日時は、年末年始（12/29～1/3）を除く、毎日午前９時～午後５時で

あること。 
イ 保守内容 
(ア) ハードウェア等機器の障害及び不具合が発生した場合、本市からの連絡を受けて適切に対応

できること。 
(イ) 故障が発生したハードウェア等機器について、修理・部品交換等や必要な設定等を行い、本

システム機器として通常稼働の状態に復元できること。 
(ウ) ハードウェア等機器の保守作業は原則設置場所にて行うこと。設置場所にて作業できない場

合は、事前に本市の承認を得た上で機器の移動及び保守作業を行うこと。 
 

【図１】 
IC タグの３方向 

①IC タグの向き：ゲート正対 
IC タグ長辺＝進行方向 

②IC タグの向き：ゲート正対 
IC タグ短辺＝進行方向 

③IC タグの向き：床面と平行 
IC タグ短辺＝進行方向 
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ウ その他 
(ア) 故意または過失その他誤使用等によって生じた本件機器の故障の修理調整に必要な部品代、

作業料金並びに出張料金については、保守パック外とし別途協議すること。 
(イ) 天災、火災その他の不可抗力によって生じた本件機器の故障の修理調整に必要な部品代、作

業料金並びに出張料金については、保守パック外とし別途協議すること。 
(7) 機器構成管理 
ア 復元に利用するバックアップデータやマニュアル等を作成し納品すること。 
イ 保守対象のハードウェア機器の保守実施に必要なハードウェア構成、設定等の構成情報の管

理を実施すること。 
 
３ 設置場所 

横浜市中央図書館１階利用者用入口、４階装備室（横浜市西区老松町１） 

 
４ 履行期限 
  契約締結日から令和３年 10 月 31 日まで 
   
５ その他 
(1) 施設の安全管理義務 

受託者は、図書館の施設や設備等の使用に際しては、本市の指示に従い安全管理に努めること。 
(2) 備品等について 

作業に必要な機器、ソフトウェア、物品、消耗品等は受託者が用意すること。 
(3) 各約款等の遵守 

受託者は、この契約による事務を遂行するにあたっては、「電子計算機処理等の契約に関する情

報取扱特記事項」、「委託契約約款」を遵守しなければならない。 
(4) 協議 

本仕様書に記載のない事項は、本市と連絡調整を行い協議の上、実施すること。また、その他

疑義が生じた場合には、受託者・本市協議の上、定めるものとする。 
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